
〈特集 地域の競争優位〉

国際関係のなかの 19 世紀ドイツ鉄道企業団体
―外交と産業の競争力について―

澤 歩

Ⅰ．研究の背景と目的

本稿は，19 世紀「ドイツ」（ドイツ連邦および

ドイツ帝国）における鉄道企業経営体を包括す

る企業団体として著名なドイツ鉄道管理協会

（Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen。

以下“VDEV”。）の対外的な活動を，とくにド

イツ・ライヒならびにプロイセン政府のそれら

への認識の変遷を軸に観察するものである。

「（国際）競争力」を対象とする研究において，

政府と産業―企業との関係は少なからず重視さ

れる。一国の「競争力」について国レベルでそ

れを決定する要素として，政府による政策的介

入の有効性が議論されてきた
1)
。

一方，国家＝政府と鉄道業との関係は，元来，

鉄道史研究における最重要の課題のひとつで

あったが，対外的な競争力といったものは議論

の前面に出ているわけではなかった
2)
。しかし，

1980 年代以降には英国，日本，ドイツなど多く

の国で国営・国有鉄道の（再）民営化が実施さ

れたが，そこでは財政的問題と並んで産業部門

としての効率的運営が関心の焦点におかれた。

また，かつての日本などにおける鉄道国有化自

体をグローバリゼーションのなかでの国際的な

企業合同の動きへの積極的な対応としてとらえ

る見方
3)
が現在有力なものとなりつつある。ま

た最近では，鉄道国有化が鉄道路線の伸張に対

していかなる影響を持ったのかを軸に国際比較

をおこなう
4)
など，新たな視角から政府と鉄道

業との関係をさぐる動きもみられる
5)
。この点

からも，鉄道部門についても競争力と政府との

関係を探ることには一定以上の意義があるとい

えよう。

19 世紀ドイツ鉄道史研究は，とりわけ R. フ

レムトリングの研究以降ドイツ語圏における工

業化史研究のひとつの柱となって今日にいた

る
6)
が，1970 年代以前の経済史的研究の関心は

あきらかに国家・政府と鉄道の関係にその重点

を置いていた
7)
。わが国においては，日本鉄道

史研究における「ビスマルク的国有化」論から

の逆照射によって，ドイツにおける鉄道国有化

の像が規定されてきたといえる
8)
。その後，A.

チャンドラーが先導した産業史としての鉄道史

研究の進展
9)
や，J. コッカが先鞭をつけた比較

社会史的な諸研究
10)
によって，制度・組織とし

てのドイツ鉄道業への関心から，再び「国家と

鉄道」という問題への関心の再生がみられる
11)
。

本稿もそうした動向に則り，19 世紀ドイツの

鉄道企業者団体と国家・政府（プロイセン王国

およびドイツ・ライヒ）との関係を通観したい。

本稿は，鉄道企業者団体の活動に対する政府

側の見解を，公文書に残された自身の言明を中

心に時期区分を施して整理し，その展開を把握

する。それにより，各時期における政府の考え

が，ドイツ鉄道管理協会の活動にどのような影

響を与えたかを考察する。

Ⅱ．史・資料とドイツ鉄道管理協会（VDEV)

１ 史・資料

本稿が観察・分析対象にしたのは，1850 年代

以降 1890 年代に至る，プロイセン国王内局文
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書の一部（Preuss. Kultur Besitz Geheimes

Staatsarchiv Berlin-Dahlem, I. HA Rep. 89 Geh.

Zivilkabinett, jüngere Periode, Nr. 29497）であ

る。これらはプロイセン王国における鉄道業所

轄当局（大臣以下）と国王内局とのVDEVに関

するやりとりの記録であるが，とくに儀礼的な

行事に対する所轄官庁からの上奏を中心とす

る。すなわち国際的な会議のプロイセン国内外

での開催・参加にさいして，国王・王室ないし

政府が如何に関与すべきかの意見が鉄道業所轄

官庁をはじめとする諸官庁から上奏され，国王

（内局）がこれを認可するというプロセスが記

録されている。それらのやりとりは，1850 年代

より 1880 年代まではVDEV総会をベルリンな

いしプロイセン王国内で開会するさいに発生し

たが，1890 年代にはとくに国際的な会議への

VDEV の不参加をめぐる所轄官庁の意見に記

録が集中した。そしてその延長線上に，VDEV

創立 50周年行事への政府の積極的な関与が主

張される。

つまりこれら一連の記録からは，1850 年代か

ら 90 年代末までの政府のVDEV観の変化をよ

みとることができる。さらにそこから，19 世紀

後半のドイツ・ナショナリズムと企業団体との

関係の変化も浮き彫りになるといえよう。それ

は同時に「ドイツ・ナショナリズム」という理

念自体の比較的短期間での重心の変化をも示唆

するものであった。

２ ドイツ鉄道管理協会（VDEV）史概要

VDEV（ドイツ鉄道管理協会）の 19 世紀にお

ける展開については，すでに多くの著作・研究

がある
12)
。かつて拙著ではそれらの他，VDEV

機関誌にあたる『鉄道新聞 E isenbahn-

zeitung』記事にも依拠して 1846 年以来の

VDEVの活動について概観した
13)
。とくにプロ

イセン王国（政府ならびに所在鉄道業）との関

係を中心にまとめると以下のようになる。

①プロイセン王国鉄道業の大きな存在；VDEV

の母体となったのは 1846 年，プロイセン王

国当局による過度の介入に対抗してプロイセ

ン王国所在の 10私鉄が結成した「プロイセ

ン鉄道管理同盟」であり，これが 1847 年「ド

イツ鉄道管理協会」に拡大された。協会代表

理事局（総会召集・議長・運営，各種委員会

任命，会計管理などを担当）には 1846∼54 年

のベルリン・シュテッティン鉄道にはじまり，

続いてベルリン・アンハルト鉄道（∼82 年），

再びベルリン・シュテッティン鉄道（∼84 年）

があたっており，同鉄道のプロイセン王国に

よる国有化にともない，ベルリン王立鉄道管

理局が代表理事局をつとめることとなった。

19 世紀中半における VDEV の主要な課題は

当時の分裂したドイツ連邦・ドイツ語圏にお

ける鉄道業の技術的な規格統一・標準化であ

り，その直接的な担い手である傘下組織・ド

イツ鉄道技術者同盟（協会）（Verein Deuts-

cher Eisenbahntechniker）でもプロイセン技

術官吏が主導的な役割を果たした。

②「プロイセンのヘゲモニー」か？：しかし

VDEVを一貫してプロイセン王国の鉄道業，

ひいてはプロイセン政府当局のヘゲモニー下

にあったとすべきではない。40 年代におけ

る政府と鉄道企業家との関係や，総会におけ

る意思決定をめぐる諸規定（票数配分や審議

における全会一致原則の堅持）を考慮すべき

である。また，VDEV は 50 年代以降，加盟

地域をドイツ連邦外に拡大させ，70 年代初頭

にはドイツ外からの代表理事局選出が取り沙

汰されるなど，「国際的な団体」として自他と

もに任じた。このことへのプロイセン当局の

反発も大きく，ドイツ・ライヒ成立後にはプ

ロイセン商務省から帝国（ライヒ）鉄道局長

官としてライヒないしプロイセンに一元化さ

れた鉄道行政を企図したマイバッハ（Albert

Maybach）の政策意図
14)
がこれを代表する。

③要するに，VDEV は 19 世紀後半以来，鉄道

業の技術的普遍性にも裏打ちされた「国際性」
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あるいは「中欧」志向を帯びた団体であった

といえる。これは VDEV の明確に自己認

識・自己規定するところであった
15)
。

以下に確認するのは，こうした「国家」の枠

組みから離れる性格を持っていた業界団体に対

し，19 世紀後半における約 40 年の期間，プロ

イセン王国ないしドイツ・ライヒの政府当局が

いかなる態度をとっていったのかである。

Ⅲ．プロイセン＝ドイツ政府から鉄道業

集会＝VDEV総会への対応（1850 年

代から世紀転換期まで）

１ ドイツ・ライヒ（帝国）成立前におけるプ

ロイセン政府当局の態度

周知のようにプロイセン王国の主導によりド

イツ・ライヒ（帝国）は実現したため，プロイ

センと 1871 年以降のライヒとの高い連続性は

一般的に当然視されてきたといってよい。鉄道

政策について，これはどの程度妥当する見解で

あろうか。鉄道業団体へのプロイセン王国の態

度をまず観察することで，この問題に答えるた

めの考察のはじまりとすべきであろう。

1853 年，VDEV はベルリンにおいて第５回

の総会を開いた（７月 24-28 日）。このベルリ

ン総会に対して，プロイセン王国の鉄道業所轄

官庁である当時の商務省（商業，工業ならびに

公共事業省）の大臣フォン・デア・ハイト

（August v. d. Heydt）は，国王フリードリヒ４

世に対し次のように意見上奏している（以下大

意）。

「従来の総会（1849 年ウィーン，50 年アー

ヘン，51 年ニュルンベルク，52 年シュトゥ

トガルトで開会）においては，当該の邦政

府が祝賀行事を準備できるよう特に留意し

てきた。50 年アーヘン総会においては公

式祝宴のため鉄道管理のための局必要経費

フォンドから出資するよう稟請した。今次

大会のプログラム内容は添付の通り豊富で

あるため，国有鉄道管理局ではとくに祝賀

行事をとりおこなう必要はなく，ニーダー

シュレージェン・マルク鉄道（NME）理事

会がベルリン４私鉄とプログラムに添って

祝賀行事費用を負担することが，むしろ十

分公益にかなう。」
16)

これらを要するに，53 年ベルリン大会に先立

ち，プロイセン商務省は過去の大会における開

会地の邦政府による歓待行事援助の習慣を意識

しつつも，今回は当局による特別の行事設定の

必要は特に感じておらず，総会の議事進行に関

しては，歓待行事以外には国王内局の認可を得

るような具体的・積極的関心を示さなかった。

ちなみに，53 年大会の予定されたプログラムは

以下のとおりであった。

「７月 24 日（日曜日）

午後８時 Mohren街（市中心部）「英国館」

（高級旅館・飲食店）において会合（Ver-

sammlung）と夜食（Souper）。

７月 25 日（月曜日）

午前９時 協議会（Sitzung）。

午後３時 ティアガルテン・クロール = ホ

テル（Das Krollsche Etablissement）にお

いて夕食。その後すぐに劇場に。ベルリン

乗り入れ私鉄４社理事会による招待。

７月 26 日（火曜日）

午前９時 協議会

午後２時 夕食会（Diner），於 「英国館」

午後４時半 ベルリン乗り入れ４私鉄理事

会の招集によるシャルロッテンベルクまで

の同地施設視察ハイキング。

午後６時半 オペラハウスでオペラ観劇。

７月 27 日（水曜日）

午前９時 協議会ならびに議事録下部協議

会（Untersitzung des Protokolls）。

午前 10時半から午後２時まで ベルリン
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乗り入れ私鉄の斡旋により博物館，美術室，

武器庫などを訪問。

午後２時 「Maefer」で夕食会。

午後４時 30分 モアビート・ボルジッヒ

（Borsig）工場をオーナー氏の招待により

訪問。

午後６時半 シャウシュピールハウスで観

劇。

７月 28 日（木曜日）

午前９時 ベルリン・ポツダム・マグデブ

ルク鉄道に集合，そこよりポツダムまで王

宮・庭園施設見学のエクスカーション。ベ

ルリン乗り入れ４私鉄理事会の招待により

ポツダムで夕食会・夜食会。

25 日・26 日・27 日の協議会はベルリン・ポ

ツダム・マグデブルク駅の大広間でおこな

われる。」
17)

協議会（Sitzung）は公式には 25，26 日の２

日の朝から午後にかけて各５時間ほどのみであ

り，懇親行事や見学が日程の大半を占めていた

といえる。この公式の会議以外の場での事前も

しくは事後の協議があったことは十分類推でき

る
18)
ものの，VDEV総会自体の全般的な性格

は多くを儀礼的なものに求めるべきだといえよ

う。

1862 年にプロイセンの商務大臣はイツェン

プリッツ（Heinrich v. Itzenplitz）に交代するが，

67 年７月にはマインツで VDEV総会が実施さ

れた。これに対して同年８月末イツェンプリッ

ツ商務大臣は次のように上奏し，事後の公費支

出について国王より裁可を得ている。（以下，

大意）

「本年７月末にマインツで開かれたVDEV総

会において，ヘッセン・ルートヴィヒスバーン

（Hessische Ludwigsbahn）やフランス東部鉄

道（Französishe Ostbahn）がパリへの特別列車

を出すなどしたが，ザールブリュッケン鉄道

（Saarbrücker Eisenbahn；プロイセン国鉄）

もヘッセン・ルートヴィヒスバーンに劣らず義

務があるので，私（＝大臣）は総会参加 246 名

に対して饗応した。総額 714Thrl. 2Sgr. 4dr. を

国庫必要経費ファンドより支出したい。」
19)

マインツ総会において，プロイセン国鉄ザー

ルブリュッケン鉄道も開会地に義務をもつとい

う認識から，総会参加者に公費での饗応をおこ

なうとしているが，ここではヘッセンならびに

フランスの鉄道企業の態度を先例として意識し

ていることが明示されている。

国有化志向を持っていたフォン・デア・ハイ

トから比較的自由主義的ないし私企業放任的な

イツェンプリッツへとプロイセン王国の鉄道政

策は，大臣の交代にともなってその基本的な性

格を変化させたとされてきた
20)
。しかし，にも

かかわらず，VDEV総会への態度という点で

は，①開会地の領邦として，他国鉄道関係者へ

の歓待行事を支援すべきかどうか検討する以上

には，商務省および国王内局には総会の議事内

容やそこに示される VDEV の活動について強

い関心が示されておらず，所轄官庁当局の積極

的介入の形跡がみられないこと，②一方で「ド

イツ連邦」内の他領邦やフランスなど「外国」

の当局の関与実績への競合意識が明示的にある

こと，という２点において共通していた。

ツィーグラーが研究史上の通説を見直して指摘

したハイトとイツェンプリッツの鉄道政策の連

続性
21)
がこの点でも確認できるといえよう。

２ ライヒ成立直後のプロイセン・ドイツ政府

当局の態度

ドイツ・ライヒ（帝国）成立の 1871 年に先立

つ 1869 年ヴィーン総会において，VDEV はす

でにプロイセン王国の王都であったベルリンで

1871 年度の総会を開くことを決定していた。

ライヒの帝都ともなったベルリンにおける総会

の準備をめぐって，プロイセン王国のイツェン

プリッツ商務大臣とカンプハウゼン（Otto v.
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Camphausen）大蔵大臣は 71 年５月 22 日付で，

以下のように共同名義で上奏し，裁可されてい

る。

以下がその内容であるが，前ヴィーン総会に

おけるオーストリア皇帝による教会幹部の宮殿

招待を強く意識し，ベルリン総会においても祝

賀・歓待行事において相当額の公費による援助

を求めるとともに，ドイツ皇帝（プロイセン国

王）の特別の関与（引見・ポツダム宮招待）を

要請するものであった。（以下大意）

「1869 年６月ヴィーン総会において，当

地ベルリンでの開催が決定され，ベルリン

乗り入れ８鉄道により本 1871 年７月 14-

16 日にプログラムが設定されている。こ

れまでのコンファレンスとりわけ先のマイ

ンツ（1867 年７月）とヴィーンとにおける

それでは，ビジネス（Geschäfte）のあとで

毎日，協会の委員たちはパーティに招待さ

れるか，もしくは目立った娯楽（Verg-

nungen）が用意された。（以下，ヴィーン

総会５日間 17-22 日までの歓迎の夕べ以降

の行事プログラムを列挙。）来る総会で協

会委員を慣例に従い外国近隣鉄道の諸代表

と同様に皇帝・国王陛下の宮殿ならびに帝

国首都において大いに歓待するよう準備す

ることは，望ましいのみならず，現下の諸

事情を顧慮するに必要と思われる。会合な

らびに続く祝賀行事は３日間に留まり，ま

た予想される参加者数 400 から 500人に対

しよし過剰な出費を避けるにせよ，見積も

りでは経費はおよそ 40,000ターラーとな

る。ベルリン乗り入れ８鉄道（ニーダー

シュレージェン鉄道ならびに東部鉄道の王

立管理局をふくめ）でこれを分担するとそ

れぞれ 5,000ターラー，２国鉄については

保証債により 6,000ターラーが望ましい。

したがって，両国鉄今年度の運営費準備よ

り各 6,000 ターラーの支出を認許された

い。」
22)

加えてイツェンプリッツは８月に再度，単独

で同趣旨を上奏し，ドイツ皇帝＝プロイセン国

王ないし皇太子が前ヴィーン大会におけるオー

ストリア皇帝と同様に VDEV総会における接

待に積極的に関与すべき必要をあらためて強調

した。（以下大意）

「前回ヴィーン総会においてはオースト

リア政府によって出迎えがあり，オースト

リア皇帝陛下によってもシェーンブルン

（宮殿）に招待があった。この前例によれ

ば，もし本年ベルリンにおいて政府が協会

に関心を払わないとするとあまり望ましい

ことではない。会期中皇帝と皇太子がご不

在ならば親しく引見はかなわないが，私（イ

ツェンプリッツ）に相応の親書を下さるか，

ポツダムなどの宮廷庭園に協会を招待され

たい。」
23)

これに対しては枢密内局顧問官ヴィルモルス

キ（Wirmorski）より，会期中は皇帝・皇太子不

在のため王宮には招かないが，かわりに親しく

手紙を出すと皇帝が告げたむねの返答があっ

た
24)
。

外国（この場合はオーストリア）における対

応を強く意識する点においては，特に「現下の

諸状況を考慮し」と，ドイツ統一直後の政治情

勢を根拠として明示したことには着目されるも

のの，先立つ時期のイツェンプリッツ当人の

VDEV総会に対する態度と変化がないといえ

る。

しかし注目すべきは，近隣諸国の感情に配慮

しドイツ・ナショナリズムの直接表現を皇帝親

書では避けるべきだとの意見が，政府・鉄道行

政の内部から出されていたことである。

それはプロイセン王国の鉄道技術官吏からの

特別の意見上申の形を取って現れた。上級建設

内閣ディレクトゥア・商務省第２局（鉄道関連）

ディレクトゥア（Ober Bau- und Ministerial

Direktor/Direktor of II. Abtheilung.（Verwal-

tung der Eisenbahn-Angelegenheiten））である
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ヴァイスハウプト（Julius Alexander Theodor

Weishaupt）は，上記のやり取りを経た８月，

皇帝親書草案を送付するとともに内局顧問官に

以下のように意見上申をおこなった。

「（ジーグマリンゲン旅行中の大臣イッ

ツェンプリッツより電報で小官に対し，

VDEVにあてた皇帝親書の文案を作成し，

直接内局顧問官ヴィルモルスキに送付する

よう命じられたが，）/その任務は添付の文

案を送ることによって果たされたものの，

同時に畏れながら意見を申し上げるに，件

の歓迎の辞はできる限り一般的にすること

が望ましい。なぜならば時とともに協会に

は，たとえば全オーストリア，オランダ，

ポーランド・ワルシャワ =ヴィーン鉄道の

経営体が会員として参画しているからであ

る。こうした状況と，外国の経営体の国民

感情（Nationalgefühl）を傷つけないとい

う配慮からは，鉄道がドイツ・ナショナル

な民族厚生の発展に（auf die Entwicklung

des nationaldeutsche Volkswohlstandes）

与える惠深い影響をことさらに強調するこ

とは棚上げすべきである。こうした理由か

ら，VDEV25周年記念にさいしての近々出

る印刷物では「祖国たるドイツの（vater-

ländliche Deutsch）」等の表現が注意深く

避けられている。/（……）」
25)

このヴァイスハウプトの意見は，彼が起草し

たVDEV宛の皇帝親書文案に反映されている。

「（朕が VDEV総会ならびに 25周年記念

行事の我が首都・王都で開かれるに際し不

在であり，親しく協会（VDEV）加盟鉄道

の理事に引見がかなわなかったことは遺憾

である。）/しかし朕が協会に言い置く必要

があることに，朕は協会の一体となった協

力作業により鉄路の交通を高めようとする

努力には常に活発な関心をむけるとともに

賛成するものであり，また，平和の時代に

おいては国民の厚生を高めることに力強く

貢献し，最近過ぎ去った重大な戦争の時代

には軍隊の移動のために強力な支援となっ

たという貢献を知って喜ぶものである。鉄

道経営の確たる組織と目的に適った施設と

によって商業と工業を促進し，活気づけん

とする協会の尊敬すべき努力が，諸国と諸

民族の嘉するところ（ zum Segen der

Länder und Völker）として成功を収めん

ことを。」
26)

以上のやり取りから浮かび上がるのは，以下

の点であろう。すなわち，①創設直後のドイ

ツ・ライヒ（帝国）を基盤にする「ドイツ」ナ

ショナリズムがあきらかに出現している。②し

かし，その表れ方は従前の旧「ドイツ連邦」内

での領邦国家意識にもとづく，ドイツ領邦間の

競合の文脈上になおあるともいえる。③一方，

VDEVは単に「ドイツ」の枠に留まらない国際

性を持つと認められていた。④プロイセン政府

内部においても，鉄道技術官僚の一部は国際性

尊重の姿勢をVDEVと共有し，「ドイツ・ナショ

ナリズム」の鉄道業における突出に反対してい

た。

これらを総じて，1870 年代初頭には，プロイ

セン王国を中心とする「ドイツ・ナショナリズ

ム」の勃興に対して，VDEVのおかれた位置は

なお距離のあるものだったといえる。

そしてこのVDEVの「国際性」へのプロイセ

ン政府ならびにライヒ政府当局の反発も大き

く，先述のように，ライヒないしプロイセンに

一元化された鉄道行政を企図したマイバッハは

これに敵対するものとして VDEV をドイツ・

ライヒから駆逐する意図を明白に持ってい

た
27)
。

３ ヴィルヘルム時代初期のプロイセン・ドイ

ツ政府当局ならびに VDEV の態度；「国際

鉄道会議」欠席問題をめぐって

本節では，19 世紀末に実施された国際鉄道会

議（The International Railway Congress）と
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VDEV の関係を観察する。ドイツ帝国の鉄道

業は，この国際会議の創立大会となった 1885

年８月のベルギー大会にはオーストリア・ハン

ガリー，ブルガリア，デンマーク，エジプト，

スペイン，フランス，ギリシア，英領インド，

ルクセンブルク，メキシコ，オランダ，ロシア，

ルーマニア，セルビア，スウェーデンとともに

鉄道専門省庁（「特別の鉄道省庁（‘special rail-

way Ministries’）」）を持つ国として政府代表を

送り，このほか企業を代表として送ったノル

ウェイ，スイス，ベネズエラ，英国，合衆国，

ブラジル，イタリア，ポルトガル，アルゼンチ

ン，トルコとともに約 350 名の参加者の一角を

占めていた
28)
。しかしそれに続く 87 年ミラノ

大会以来，1895 年ロンドン大会に至るまでドイ

ツ帝国ならびにその代表としての VDEV は一

貫して不参加であった
29)
。ロンドン大会不参加

の認可を求める，1894 年 10月に出されたライ

ヒ宰相（プロイセン首相）カプリヴィ（Leopold

v. Caprivi）と公共事業大臣ティーレン（Karl v.

Thielen）の連名での上奏文からは，プロイセン

政府 /ライヒ政府の側から見たその経緯があき

らかである。そこにみられる主張には，1880 年

代後半から 90 年代におけるVDEVの「国際性」

の後退とプロイセンないしライヒ政府主導によ

る一元的な鉄道政策への包摂，さらにその理念

上の原理であるドイツ・ナショナリズムへの包

摂が顕著であるといえる。

1894 年 10月，ライヒ宰相と公共事業大臣の

連名で皇帝に対して次のように上奏がなされ

た。

（……）「いわゆる国際鉄道会議」はこれま

で 1887 年にミラノで，1889 年に万国博覧

会にあわせてパリで，1892 年にはペテルブ

ルクで開かれているが，これらの会議に「ド

イツ諸政府の代表ならびにドイツ国鉄ある

いはドイツの大私鉄の代表」が出席したこ

とはない。この会議はもともと 1885 年に

プロイセンその他も代表を送ったベルギー

国鉄 50周年記念式典においてブラジル代

表が提案し，「永続的な国際学術会議

（ dauernden internationalen wissens-

chaftlichen Versammlung）」として企画さ

れた。ベルギー政府も積極的であって，ミ

ラノが開会地にえらばれ，“Congres inter-

national chemins de fer”として準備され

た。しかし「ドイツの鉄道は統計的作業の

負担が大きく
30)
，かつ会議参加のメリット

も薄いため」これには不参加であった。

1889 年パリ大会には「政治的理由」ならび

にドイツ・ライヒが万国博覧会に不参加の

ため，不参加であった。なぜなら実際的

（praktische）な成果が期待できないから

である。「『先進的なドイツ鉄道職員がここ

で学べるものはなかっただろうから，代表

を送らなくてよかった』とフランス代表が

言ったと小官も聞いている」。VDEV はド

イツのみならずオーストリア，ハンガリー，

さらにルクセンブルク，オランダ，ベル

ギー，ロシア，ルーマニアなどにも広がっ

ており，50 年の実績と実際的な成果をあげ

ている。このため中欧の国際交通において

は，ドイツ語が優位を占めている。これに

対し「フランスの意図は，ドイツから国際

鉄道交通における主導者的地位を奪わんと

する（die Führerrollen Angelegenheiten

des internationalen Esenbahnverkehrs

aus den deutschen in fränzosichen Hände

übergeben）ところにある」。国際鉄道会

議でもフランス語を公用語とするが，しか

し，ドイツ語の優位は動かない。ドイツの

（諸）鉄道管理局がこの会議から距離を置

く限り，主要参加者の欠席という点で，

VDEV が態度を変えるような決定は不可

能である。パリおよびサンクト＝ペテルブ

ルクでの会議は仏露両国の接近という政治

的努力に遠からず関連しており，宴会にお

いても仏露親交を祝おうとし，マナーに欠
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けるところが甚だしかったと聞く。たとえ

ベルギー代表と英国代表が我が代表の派遣

を懇請するとしても，こちらに態度をかえ

る所以がない。英国鉄道はドイツ鉄道と友

諠を保ちたいようだが，「英国の鉄道は私

鉄ゆえにそれにも問題が多く」，さらにロ

ンドン大会に参加すると決めるとイタリア

やロシアの立腹を買うおそれがある。ま

た，もしも一旦この国際鉄道会議に参加す

れば，必ず将来ベルリンで大会開催という

ことになるが，そのときは 2，30万マルク

の費用がかかるであろう。斯様の理由でイ

ギリスとベルギーによる招請を断ったので

認可されたい。（以上大意。「 」内は引

用。）
31)

国際鉄道会議ロンドン大会に先立つ 1889 年

フランス・パリにおける第２回大会，92 年のロ

シア・サンクト＝ペテルブルクにおける第３回

大会にも不参加であった理由の第一に国際的な

鉄道業における主導的な地位をめぐる競争があ

げられているが，これはあきらかにドイツ帝国

と仏露両国との外交関係に関連するものであっ

た。1892 年ロシア大会運営において仏露の政

治的癒着が露骨であったことは事実のようであ

り，当時の英タイムズ（Times）紙報道は，「フ

ランス人とフランス語圏の人びとが決定的に多

数を占め，ドイツ人の姿は見えないようであっ

た。後者は，仏露共感がまた発揮される手伝い

を強要されかねない立場におかれる当惑を予知

していたかのようである」とし，会議において

仏露両国が賛辞をことごとしく交換しあい，ク

ロンシュタット見学行事において特にフランス

国歌吹奏があるなど（当のロシアの新聞「新時

代（Novoe Vremya）」紙も報じるほど）仏露親

善の意図が露骨であって，他の参加国が軽視さ

れたことを批判している
32)
。プロイセン政府の

主張するロンドン大会不参加の根拠はこの政治

的理由が最大のものであり，将来の「ベルリン

大会」での出費への危惧をこれに付け加えるも

のの，本稿後段で確認するように合理的根拠が

ここには乏しい。

それでは「国際鉄道会議参加への『実際的な

成果が期待できない』」というもう一つの根拠

の主張は正当といえるであろうか。

VDEV 自体が国際鉄道会議ロンドン大会不

参加をどのように認識していたかを，協会機関

紙“Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahn

Verwaltungen（＝旧『鉄道新聞』）”記事より確

認すべきであろう。それらには VDEV による

不参加の理由説明とドイツ帝国を除く全欧州と

アメリカ合衆国ならびにオーストラリアの参加

をみたロンドン大会前後の対応があきらかにさ

れている。

VDEV機関紙は，（少なくとも 1889 年パリ大

会以来の）国際鉄道会議に対しては批判的な論

調を当初より張っていた。1889 年パリ大会に

対しては，「あまりに大規模」であるのが会議と

しては弊害多く，「ドイツ（語）による，VDEV

の中欧国際鉄道交通・技術における優位かつ主

導的地位を確信」するに至ったとし，国際鉄道

会議は「目下は無価値，将来も影響力なく，そ

の誇るべき名に恥じるであろう」と結んでい

る
33)
。

しかしロンドン大会に対しては VDEV も，

当初（1894 年５月ごろまで）は期待感を表明し，

参加の意思を示している。英国は「鉄道業のゆ

りかご」であるとし，ロンドンでの開会には従

来とは異なる意義があると当初は認識していた

のである
34)
。

また，国際鉄道会議の規模が大きすぎるとい

う批判的な認識は VDEV においても必ずしも

一定した強固なものではなく，1892 年サンクト

＝ペテルブルク大会については，VDEV機関誌

記事も「学術的意義と同様に参加者の数の多さ

でも興味深いものになると期待できる」と事前

には論評していた
35)
。

ロンドン大会不参加に関して VDEV は機関

誌上において特に論評を加えていない。また，
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協会の主要な構成メンバーであるオーストリア

が政府として代表を送った点についても，事実

を伝えるのみであった
36)
。また，ロンドン大会

は 47 か国政府・250 鉄道が参加表明する規模と

なったが，「大規模すぎる」との批判は行った形

跡がない
37)
。大会終了後は，その学術報告の摘

要（「高速化」についての論稿など）を比較的大

きく報じている。しかし同時に「会議の意義は

参加や一般的委員会での決議にあるのではな

く，発表された論文にある」とも強調してい

る
38)
。

総じて VDEV機関紙の論調からは，プロイ

セン政府が断言する「ドイツ鉄道業の技術的優

位ゆえに国際鉄道会議への参加自体が不要」と

いう認識に VDEV が立っていたとは類推でき

ない。

大規模国際会議への不参加を決定し正当化す

る以上，VDEVのかつての「国際性」強調はあ

きらかに退いているとはいえるが，協会内部に

意見の不一致がみられる点には注目すべきであ

る。すなわち，構成メンバーの一部は国レベル

では参加しており，また機関紙の編集に従事す

る広い意味での技術者的なメンバーにおいて

は，参加に肯定的な姿勢もみられた。たしかに

VDEV にドイツ語圏鉄道業の技術的優位に対

する確信や一種の「ドイツ的傲慢」は皆無では

なかったが，国際会議で紹介発表される新技術

摂取の必要自体は機関紙編集部には少なくとも

認識されていたとみられる
39)
。

ヴィルヘルム時代ドイツの複雑な対外関係

（そこにはオーストリア帝国との不協和も含ま

れる）とドイツ・ライヒを軸とするドイツ・ナ

ショナリズムの台頭を直接的に反映したといい

うる国際鉄道会議への不参加は，したがって，

VDEVによる自発的な決定ではなく，政府の意

図への受動的対応であったと考えられる。90

年代以降には，VDEVの本来の「国際性」の根

拠であったドイツ語圏鉄道の分邦主義に対立す

る帝国政府・プロイセン政府による鉄道政策の

一元化が進行した
40)
。VDEV首脳陣による不参

加という選択は，こうした国内情勢に棹差した

ものではなかっただろうか。

４ VDEV50 周年記念行事へのプロイセン・ド

イツ政府当局の態度

この類推を裏付けるのが，1896 年夏に予定さ

れたベルリンでの VDEV50周年記念総会実施

に先立ち 1896 年２月２日付で出された，プロ

イセン公共事業大臣ティーレン（Karl von

Thielen）による上奏である。これは来る

VDEV の 50周年祝典行事の援助として 10万

マルクを国庫より拠出するむね申請するもので

あった。（以下大意。「 」内は引用）

「VDEV は本年７月末ないし８月はじめ

にベルリンでVDEV定例かつ 50周年記念

の総会を開く。（VDEVの「1846 年」（ママ）

設立以来の業績をこれ以下に挙げる。ドイ

ツ・ライヒ，オーストリア＝ハンガリー君

主国のほかオランダ４鉄道，ルクセンブル

ク，ベルギー３鉄道，ルーマニア王立鉄道，

ロシア領ポーランド・ワルシャワ＝ヴィー

ン鉄道を包摂し，総 78,996キロであると

の紹介の後，）VDEV は「多様な企業の経

営を協同せしめ，公衆の利益をもたらし，

万国の同様の多くの協会（Verein）の模範

に」なった。技術的貢献としては諸規格の

統一を，経済的貢献としては「第一に優れ

た鉄道統計の，第二にとりわけ見事な雑誌

の出版によって，また，学術的貢献，発明，

改良その他の価値を定まった期間繰り返し

定めることで，きわめて有用であり，幾重

にも開拓的であった」。（……）「協会の活

動への効果ある，引き続きめざましい認証

には，ここにおいて政府が幾重にも責を負

う。というのは協会の業務の指揮と協会代

表は創立以来プロイセンの管理体の手中に

ある（ in die Händen einer preussischen

Verwaltung）からである。84 年以来当地
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鉄道管理局（Eisenbahndirektion）がこれ

ら業務をとりしきっている。」したがって

祝典に 96・97 年度国家予算より 10万マル

クを拠出されたい。「協会の経済的貢献以

上に，来る記念日に祝祭を挙行するのが望

ましいと思わせるのは，政治的諸理由であ

る。」1894 年 10月 17 日上奏により陛下に

はご承知の通り，VDEVは「いわゆる国際

鉄道会議」に参加しないが，「その理由の一

つは，それらの会議は仏露の指揮下，

VDEVの努力に公然と敵対し，見るところ

どうやら協会の地位に徐々に取って代わろ

うとする望みを持っているらしい点にあ

る」。こうした試みに対しては協会の年来

の業績を顕彰することが特に望ましい。

「協会は鉄道時代の初期から，ドイツの指

導下での国際的な鉄道交通の実際的な振興

を以て任務とし，その任務を半世紀の働き

によって輝かしい成功裏に果たしたのであ

る」
41)
。

以上のように，プロイセン政府は VDEV に

よる国際鉄道会議ロンドン大会への不参加の理

由を端的に仏露との対抗という「政治的」なも

のに求めている。その上で，VDEVを政府が積

極的に支援することが望ましいとするのであ

る。ここには，ライヒないしプロイセン政府に

よってVDEVに代表される「ドイツ」鉄道業が

完全に掌握されているという認識がうかがえ

る。また，VDEVの設立以来の発展経緯を，当

時のプロイセン王国およびドイツ・ライヒ政府

にとって好ましいドイツ・ナショナリズムに添

うことで一貫していたと強引に読み換えてもい

るのである。

これを踏まえ，1896 年７月，ライヒ政府は

VDEVの主要メンバーに対しそれぞれの業績・

経歴に応じた叙勲を皇帝に申請した。それらは

プロイセン「臣下」を中心に，バイエルン，ザ

クセンなどドイツ諸邦，ベルギー，オランダ在

住者も対象にしたものであった。このうちプロ

イセンからの叙勲者８名は別表の通りの経歴で

あった。これらをさらにまとめると，以下のよ

うになろう。

・最高位の“正枢密上級政府顧問官”称号を

得たのは VDEV 理事会長（＝ベルリン王立

鉄道局長官）であったが，以下各種委員会メ

ンバー，協会機関紙編集長，理事会事務長な

どが“一等顧問官”官等を得ている。

・受勲者は 1825 年から 1847 年の出生の男性

で，当時 50 代が中心であった。

・私鉄・国鉄勤務，VDEV専従と個々の経歴

は多様であるが，司法官試補出身者が少なく

とも５名であり，また官庁勤務経験者は７名

であった。

・全員が鉄道業においては事務職ないし法関

係職であり，技術関連の職員の叙勲はなかっ

た。

以上が国際鉄道会議不参加当時の VDEV の

指導的メンバーであった。彼らを創立当初

（1840 年代後半）の VDEVメンバーと対比す

るときあきらかになるのは，1848 年総会出席者

名簿から判明する「プロイセン的エスタブリ

シュメントに接近し，そのネットワークを用い

る市民ビジネスマン」
42)
の存在が後退している

ことであろう。いわば VDEV首脳部の“官吏

化”が，進んでいたといえる。このことは，政

府の外交方針を忠実に体現する VDEV の行動

に反映していたと考えることができるであろ

う。

Ⅳ．まとめと展望

以上により，プロイセン王国（ないしドイツ・

ライヒ）政府の対外関係への意識が，ドイツ語

圏鉄道業界団体の活動に大きく作用してきたこ

とが確認できた。VDEVにとってその展開は，

政府に対抗的ですらあった 19 世紀中半の相対

的自立から，プロイセン＝ライヒ政府による活

動の掌握に至るという側面をたしかに持った。
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国際的な集会への参加あるいは不参加の様態

を視角とした本稿の観察からは，VDEVへの政

府の影響が，世紀転換期には結局のところこの

団体のもつ「国際性」を制限するものとなった

ことがいえる。VDEV は 1870 年代のライヒ成

立期に自他ともに強調していた国際的な業界団

体としての性格をヴィルヘルム期には後退させ

ており，プロイセン＝ライヒ政府の誘導する「ド

イツ・ナショナリズム」への合流がみられた。

他方，本稿の観察からは，政府の意図する「ナ

ショナリズム」自体の 19 世紀における不定性

やその重心の移動というべきものも明白になっ

た。プロイセン政府の緊張的な対外意識の対象

は当初はドイツ連邦内の他領邦を含む狭い範囲

のものであったが，ここからライヒ成立を経て，

対「ドイツ」外諸国との競合関係がようやく前

面に出，第一次世界大戦時の対決の構造に収束

していった。しかしここにはなお統一された

「ドイツ」内部（プロイセンと非プロイセン）

や，ドイツ語圏において同盟的な外交関係に進

むライヒとオーストリアとの微妙な関係をもは

らまれていた。

世紀転換期をむかえる VDEV の性格につい

て判断するには，一般的なドイツ市民の「臣下」

メンタリティや，人的チャネルによる国家官僚

制の浸透がもたらした影響をさらに観察する必

要がある。しかし総じてここで，VDEVが政府

による営業許認可を経た域内独占企業の集合体

である業界団体であるという事実を想起すべき

だといえよう。このことが監督官庁・政府の方

針に対し受動的であり，国際関係（政府間関係）

には所与の条件として対応した根拠の最たるも

のだとできる。そしてこのことは，業界団体と

しての全体的利益を犠牲にする可能性のある決

定を導いたのである。すなわち，技術開発や生

産性増大につながるはずの活動を一部で断念す

る決定を，政府の意図に応じて受け入れたのだ

が，これは VDEV の本来的意義を損なう結果

をもたらした可能性がある。

もしも企業団体の意思を「産業」
43)
のそれと

読み替えることが可能であれば，ここに，産業

における「競争力」上昇からの逃避がみられる

といえる。政府はたとえば専売化や国有化によ

る独占といった形で当該産業を市場から遮断

し，国際的な競争からの保護を図ることがしば

しばある。世紀転換期，ドイツ鉄道業はライヒ

ないしプロイセン王国による国有化の意図の影

響を強く受けた。この時期における業界団体の

行動もまた，そうした政府の意図に産業全体の

意思として呼応した例に数えられよう。
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